
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

令和５年度のボランティア保険受付は３月１日からです 

ボランティア行事用保険 
 
行事の主催者側が加入する保険です。 

行事参加者のケガの補償と行事主催者の

賠償責任の補償があります。加入は参加者

全員のお申込みが必要です。参加者とは、

行事の主催者やボランティアを含む参加者の

全員を言います。 

プランは行事内容によりＡＢＣの３つのプラ

ンがあります。(保険料の変更はありません) 

 

グループ構成員のみで行う総会やレクリエー

ション行事は対象外です。 

行事の 3 日前(土日を含まない)までに手続

きをお願いします。 

 

 

 

ボランティア活動保険 
 
日本国内におけるボランティア活動中におこる

様々な事故に対する備えとしての保険です。 

ボランティア本人のケガの補償と対人・対物

の賠償責任の補償があります。 

プランは ①基本プラン→保険料 350 円 

②天災・地震補償プラン→保険料 500 円 

③特定感染症重点プラン→保険料 550 円 

の 3 種類。 

補償期間はご加入いただいた翌日から来年

3 月 31 日までとなります。令和 4 年度に加

入した方で引き続き令和５年度も活動され

る方は、改めて手続きをお願いします。 

 

西区ボランティアセンターは、ボランティアしたい人としてほしい人を繋ぎ、 

ボランティア活動に関する相談や講座の紹介をしています 

この広報紙は赤い羽根共同募金を財源として作成しています 

<発行元> 
社会福祉法人 
横浜市西区社会福祉協議会 
西区ボランティアセンター 

 

特定感染症(コロナ感染症を含む)に関するお知らせ 
ボランティア活動保険のうち特定感染症重点プランでは、補償開始初日から特定感染症を補償し

ますが、基本プラン、天災・地震補償プランでは補償開始からその日を含めて 10 日以内に感染し

た特定感染症は対象外となります。（ただし 4 月 1 日付で前年度から継続して契約される場合は

初日から補償します。） 
 

ボランティア活動保険、福祉サービス総合補償において、医師に「新型コロナウイルス感染症」と診断

された日が令和 4 年 9 月 26 日以降の場合、宿泊施設・自宅での療養を「入院」とみなして保険

金をお支払いする取扱いの対象は「重症リスクの高い方(※)」となりますのでご注意ください。 

(※)65 歳以上の方/入院を要する方/重症化リスクがある方/妊婦 



                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

西区社協ふれあい助成金がWeb申請に変更になります！！ 
西区社協ふれあい助成金とは、地域福祉推進事業・障害福祉推進事業等の支援を目的とした
助成金です。令和５年度受付分よりシステムによる申請に変更となります。 
助成金受付を前に、対象となる活動やシステムの入力についての説明会を開催します。 
申請をお考えの団体はぜひご参加ください。お申込みは西区社協までお電話で。 

 
開催日時：①3月 11日(土) 10時～12時 

              ②3月 11日(土) 14時～16時 

              ③３月 13日(月) 14時～16時 

※3回とも同じ内容です。 
 

会場：いずれも西区福祉保健活動拠点「フクシア」 
 

※手引きは 3月 14日(火)から窓口配布およびホームページに掲載します 

 

 

西区社協よりお知らせ 

未就学児遊びのサポート 
① 「ひだまりwithびすけっと」・・・未就学児の遊び相手  
【日時】 第 4木曜日 10：30～11：30 
② 「親子であそぼ！」・・・親子の遊びのサポート  
【日時】 毎月第 2水曜日 10：00～11：30 
※詳細はお問合せください 
 
 

子ども関係 掲載以外にも募集があります  

・桜木町駅近辺の清掃活動 

(毎月開催)   

・みなとみらいのまち案内 

・健康麻雀の会サポート  ｅｔc・・・ 

西区社会福祉協議会のホームページ

にも掲載しているので見てね！ 

特別支援教育支援員  
西区内の小中学校にて支援を必要とする児童生徒に学習面・行動面のサポートをしていただきます 

中途障害作業所のサポート  
「中途障害者地域活動センターみらい工房西」(藤棚町 1丁目) 

ボッチャ活動のサポート 
「横浜中部ボッチャ同好会」は中途障害者と高齢者が機能低下防止や 
健康増進に取り組み、ボッチャの楽しさを広める活動をしている会です 

※詳細はお問合せください 

 

 

障害関係 

配食ボランティア  
「ほっと幸せ会」では、毎月 1回手作りのお弁当を高齢者のみの世帯へ配達しています  
【内容】 お弁当を車で配達してくれる方 【場所】 戸部本町地域ケアプラザ(戸部本町) 
【日時】 毎月第 1水曜日 11：30～30分程度 

高齢者デイサービスでの手伝い 

【内容】 話相手、将棋の相手、レクリエーションの手伝いなど 【場所】 ①西区中央 ②西区藤棚 

※詳細はお問合せください 
 

高齢関係 

【お申込み・お問合せ】    
社会福祉法人横浜市西区社会福祉協議会 西区ボランティアセンター 

〒220-0011 横浜市西区高島 2-7-1 ファーストプレイス横浜 3 階 西区福祉保健活動拠点「フクシア」内 

Tel／045-450-5005  Fax／045-451-3131 

E-mail：vc@yoko-nishishakyo.jp  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.yoko-nishishakyo.jp/ 


